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　今月の表紙は、五木学園
入学式・進級式に臨んだ新
１年生と新７年生の１枚
です。真新しい制服に身を
包み、少し緊張した表情の
中にも、これから始まる学
校生活への期待が感じら
れます。

令
和
８
年
度
（
2
0
2
6
年
度
）

 

施
政
方
針

義
務
教
育
学
校
「
五
木
学
園
」
が
開
校
し
、

前
期
課
程
24
名
、
後
期
課
程
11
名
の
児
童
生

徒
に
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
令
和
９
年

度
の
一
体
型
新
校
舎
完
成
に
向
け
て
建
設
準

備
を
進
め
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し

　
日
頃
よ
り
村
政
運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 

令
和
８
年
度
に
入
り
、
新
た
な
教
育
の
礎

で
あ
り
、
小
学
校
と
中
学
校
の
枠
を
越
え
て

９
年
間
を
見
通
し
た
一
貫
教
育
を
実
現
す
る

て
成
長
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
す
。

　

ま
た
、
人
吉
高
等
学
校
五
木
分
校
で
は
、

東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

や
、
く
ま
も
と
林
業
大
学
校
と
の
連
携
に
よ

る
村
の
特
色
を
活
か
し
た
教
育
環
境
が
整
い

つ
つ
あ
り
ま
す
。
村
独
自
の
通
学
定
期
支
援

や
修
学
旅
行
助
成
な
ど
の
魅
力
化
の
取
り
組

み
が
実
を
結
び
、
本
年
度
は
10
名
の
新
入
生

を
迎
え
、
総
勢
23
名
で
の
ス
タ
ー
ト
と
な
り

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
４
月
に
は
、
く
ま
も
と
林
業
大
学

校
県
南
校
の
開
校
式
が
行
わ
れ
、
昨
年
度
を

上
回
る
11
名
の
生
徒
を
迎
え
ま
し
た
。
令
和

10
年
４
月
に
は
旧
五
木
東
小
学
校
校
舎
を
活

用
し
た
機
能
拡
充
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
林

業
振
興
や
交
流
人
口
の
拡
大
に
大
き
く
期
待

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
育
て
か
ら
義
務
教
育
、

高
校
、
林
業
大
学
校
へ
の
連
携
を
深
め
、
通

算
20
年
間
の
多
様
な
教
育
を
村
内
で
学
べ
る

環
境
が
整
い
ま
し
た
。
国
が
提
唱
す
る
「
川

辺
川
ア
カ
デ
ミ
ア
」
の
理
念
の
も
と
、
自
然

と
共
生
し
な
が
ら
若
者
が
集
い
、
地
域
の
活

力
と
人
材
育
成
に
つ
な
が
る
よ
う
施
策
を
展

開
し
、
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
山
村
を
目
指

し
ま
す
。

　
一
方
、イ
ン
フ
ラ
整
備
に
お
い
て
は
、「
球

磨
川
水
系
河
川
整
備
計
画
」
に
基
づ
く
川
辺

川
の
流
水
型
ダ
ム
や
「
緑
の
流
域
治
水
」
に

よ
る
総
合
的
な
治
水
対
策
、
国
・
県
道
の
改

良
整
備
が
計
画
的
に
進
め
ら
れ
ま
す
。
村
と

し
て
は
、
安
全
安
心
な
暮
ら
し
の
確
保
と
と

も
に
、
環
境
へ
の
影
響
、
平
場
の
造
成
、
水

没
予
定
地
の
利
活
用
、
付
替
村
道
な
ど
に
つ

い
て
、
国
・
県
と
緊
密
に
連
携
し
、
具
体
的

な
方
針
を
早
期
に
村
民
の
皆
様
に
お
示
し
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
令
和
８
年
度
は
新
た

な
振
興
計
画
の
着
実
な
実
現
に
向
け
、
次
の

４
項
目
を
重
点
施
策
と
し
て
取
り
組
み
ま
す
。

1�

雇
用
の
場
の
確
保
と
移
住
・
定
住

の
促
進

　
地
元
事
業
所
へ
の
支
援
や
、
複
業
協
同
組

合
な
ど
の
制
度
活
用
に
よ
り
、
地
域
産
業
の

振
興
と
移
住
者
の
雇
用
確
保
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
定
住
に
向
け

た
起
業
支
援
や
、
移
住
体
験
事
業
を
通
じ
た

移
住
促
進
に
取
り
組
み
ま
す
。
住
ま
い
の
確

保
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
の
利
活
用
を
進
め

る
と
と
も
に
、
民
間
企
業
か
ら
提
案
の
あ
る

標
高
1
︐
0
0
0
ｍ
付
近
の
避
暑
地
・
別

荘
群
構
想
に
つ
い
て
も
協
議
を
進
め
ま
す
。

2�

子
ど
も
・
子
育
て
、
高
齢
者
サ
ポ
ー

ト
と
健
康
づ
く
り

　
拡
充
し
た
子
育
て
応
援
支
援
事
業
に
よ
る

切
れ
目
の
な
い
サ
ポ
ー
ト
や
、
好
評
を
得
た

村
独
自
の
婚
活
イ
ベ
ン
ト
を
継
続
し
、
希
望

を
叶
え
る
環
境
整
備
に
取
り
組
み
ま
す
。
教

育
面
で
は
、「
五
木
学
園
」
の
新
校
舎
建
設

を
進
め
る
と
と
も
に
、
J
‒
ク
レ
ジ
ッ
ト
制

度
で
ご
縁
の
あ
る
東
京
都
文
京
区
と
の
連
携

に
よ
り
、
後
期
課
程
生
徒
の
東
京
視
察
や
東

京
大
学
の
見
学
を
実
現
し
、
子
ど
も
た
ち
の

成
長
を
後
押
し
し
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
の

皆
様
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
笑
顔
に
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
生
活
支
援
金
等
の
サ

ポ
ー
ト
を
充
実
さ
せ
ま
す
。

3�

地
場
産
業
と
将
来
を
担
う
人
材
育
成

　
基
幹
産
業
で
あ
る
林
業
の
担
い
手
確
保
は

急
務
で
す
。
自
伐
型
林
家
の
育
成
や
外
国
人

技
能
実
習
生
の
受
け
入
れ
支
援
、
林
業
大
学

校
と
連
携
し
た
施
策
を
展
開
し
ま
す
。ま
た
、

村
内
の
若
手
事
業
者
と
の
意
見
交
換
を
重

ね
、
新
た
な
企
画
へ
の
支
援
を
行
う
と
と
も

に
、
民
間
な
ら
で
は
の
自
由
な
発
想
で
地
域

課
題
の
解
決
に
取
り
組
む
活
動
を
積
極
的
に

後
押
し
し
ま
す
。

4�

流
水
型
ダ
ム
に
関
わ
る
新
た
な
振

興
・
再
建

　
流
水
型
ダ
ム
を
前
提
と
し
た
村
づ
く
り
に

向
け
、
昨
年
９
月
に
策
定
し
ま
し
た
「
東
地

区
む
ら
づ
く
り
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
」
を
踏

ま
え
、
関
係
機
関
と
の
協
議
が
整
っ
た
も
の

か
ら
取
組
み
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま

た
、
流
水
型
ダ
ム
事
業
に
伴
う
経
済
効
果
の

最
大
化
に
向
け
て
、
商
工
会
等
の
関
係
団
体

と
の
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。加
え
て
、

川
辺
川
上
流
の
五
家
荘
地
域
と
の
自
然
環
境

を
活
か
し
た
観
光
や
歴
史
文
化
で
の
相
互
連

携
に
よ
る
取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
河
川・砂
防・治
山
が
一
体
と
な
っ

た
多
重
的
な
安
全
対
策
事
業
が
、
地
域
振
興

に
最
大
限
寄
与
す
る
よ
う
、
地
域
の
声
を
国

や
県
に
届
け
、
住
民
の
皆
様
と
の
合
意
形
成

を
図
り
な
が
ら
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
村
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
人
口
減
少
・
少

子
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、
各
種
計
画

を
総
合
的
に
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
本
年

度
も
「
子
ど
も
に
夢
を
！
若
者
に
力
を
！
高

齢
者
に
笑
顔
を
！
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、

小
さ
い
村
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
き
め
細
や
か

な
政
策
で
、
持
続
可
能
で
安
全
安
心
な
村
づ

く
り
、
そ
し
て
産
業
経
済
と
住
民
福
祉
の
向

上
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

五
木
村
長　

木
下　

丈
二
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４
月
８
日
、
球
磨
管
内
で
３
校
目
と
な
る
義
務
教

育
学
校「
五
木
学
園
」の
開
校
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
熊
本
県
教
育
長
や
熊
本
県
義
務
教
育
課
長
、
球
磨

教
育
事
務
所
長
を
は
じ
め
と
し
た
来
賓
の
方
々
が
見

守
る
中
、
開
校
宣
言
や
校
旗
授
与
が
行
わ
れ
、
五
木

学
園
第
一
期
の
生
徒
会
長
杉
本
仁
香
さ
ん
に
よ
る
児

童
生
徒
代
表
挨
拶
後
、
学
園
生
と
教
職
員
に
よ
る
新

校
歌
斉
唱
で
開
校
式
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

　
4
月
８
日
、
入
学
式
・
進
級
式
が
行
わ
れ
、
真
新

し
い
標
準
服
を
着
用
し
た
五
木
学
園
最
初
の
入
学
児

童
と
な
る
４
名
の
新
１
年
生
と
、
同
じ
く
新
制
服
を

着
用
し
た
４
名
の
新
７
年
生
が
手
を
繋
い
で
入
場
し

ま
し
た
。

　
式
で
は
、
新
入
生
呼
名
や
７
年
生
の
認
証
式
な
ど

が
行
わ
れ
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
が
家
族
や
在
校
生
に

温
か
く
見
守
ら
れ
ま
し
た
。

― 

五
木
の
学
び
、
新
章
へ
―

　  

五
木
学
園
　
開
校
式

― 

は
じ
ま
り
の
一
歩
、
つ
な
が
る
一
歩
―

　
五
木
学
園
　

　
　
　
入
学
式·

進
級
式

新たな一歩を踏み出す

新しい校歌新しい校歌をを皆で斉唱皆で斉唱

新１年生と新７年生が一緒に入場

歓迎のことば

歓迎のことば
誓いのことばを述べる橋崎晋凡さん

開校宣言

校旗授与

児童生徒代表挨拶
（杉本仁香さん）

校長挨拶
（白樫明宜校長）
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３
月
14
日
、
五
木
東
小
学
校
・
五
木
中
学
校
へ
の
感

謝
と
、
五
木
学
園
と
し
て
新
た
に
踏
み
出
す
決
意
の
場

と
し
て
、
五
木
東
小
学
校
の
体
育
館
に
て
小
中
合
同
の

閉
校
記
念
式
典
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
式
典
、
記
念
碑
除
幕
式
、
感
謝
の
会
の
３
部

構
成
で
執
り
行
わ
れ
、
第
１
部
で
は
児
童
生
徒
・
保
護

者
・
教
職
員
・
卒
業
生
・
来
賓
な
ど
約
２
０
０
名
が
、

閉
校
宣
言
や
校
旗
返
納
な
ど
両
校
の
閉
校
の
と
き
を
見

届
け
ま
し
た
。

1校旗返納（五木中学校）　2来賓祝辞（坂本彰さん）　
3来賓祝辞（佐伯博正さん）　4校旗返納（五木東
小学校）　5生徒代表挨拶（五木中学校：淀川幸愛
さん）6児童代表挨拶（五木東小学校：竹村茉莉さ
ん（左）、松坂柊翔さん（右））　7閉校宣言　8児
童発表（五木東小学校）　9生徒発表（五木中学校）　
⓾記念碑除幕式（五木中学校）　⓫記念碑除幕式（五
木東小学校）　⓬全員で各校の校歌を斉唱しました

― 

学
び
の
歴
史
、
次
の
章
へ 

―

　  
五
木
東
小
学
校
・
五
木
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　
閉
　
校
　
式

23

4

1

5

67

89

1011
12
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３月８日に五木中学校、３月２３日に五木東
小学校で最後の卒業証書授与式が挙行され、在
校生や先生方、家族が見守る中、これまでの歩
みに思いを馳せながら、学び舎を後にしました。

卒業生入場の場面や在校生が心を一つにして
卒業生を送り出す姿に、保護者席・来賓席では
涙を拭う姿も見られました。

３月２８日、いつき保育園のホールで卒園式
が行われ、今年は４名（男子２名、女子２名）
が卒園しました。

先生や保護者に見守られる中、卒園児たちは
卒園証書を受け取った後、親に向けて将来の夢
を語りました。子どもたちの成長を目の当たり
にした保護者からは、喜びと感動に満ちた笑顔
が溢れました。五木学園へ元気に巣立つ卒園児
たちの姿は、いつき保育園での充実した園生活
の成果を象徴するものとなりました。

３月１日、五木村消防団と人吉下球磨消防組
合北分署合同の春季防火パレードが行われました。

全国一斉の春の火災予防運動期間中の取り組
みの１つとして毎年行われており、消防団員ら
は車両で村内を巡回しながら火災予防を呼びか
けました。

今後も五木村から火災が発生しないよう、火
の元の確認などを習慣づけ、火災予防に努めま
しょう。

村の振興については、国、県が連携し、村と
一体となって推進するため、令和５年５月に三
者で「“ ひかり輝く ” 新たな五木村振興計画」
を策定し、計画に位置付けた事業に取り組んで
いますが、本計画に掲げる取組みをスピード感
を持って推進するため、毎年度、三者で実施計
画の内容を協議のうえ、「五木村の振興を確認
する場」を開催し、本計画に基づく事業の進捗
及び次年度の実施計画を確認することとしてい
ます。

３月２６日には、垣下九州地方整備局長、木
村熊本県知事出席のもと、令和７年度の「確認
する場」を役場大会議室で開催しました。

令和８年度の実施計画等の内容については、
本年５月予定の行政座談会で村民の皆様へご説
明いたします。

３月５日、くまもと林業大学校県南校の閉校
式が役場大会議室で行われ、５名の生徒が県南
校を卒業しました。

７期生として入校した生徒たちは、２００日
の長期過程を経て学んだことを胸に、それぞれ
県内の林業事業体で未来を担う林業従事者とし
て踏み出します。

田中良喜さんは、平成 26 年３月に選挙管理
委員に就任されて以来、五木村の選挙管理委員
として、国政、県政、村政選挙の適正な管理執
行に尽力されてきました。令和７年の「国民参
政１３５周年・普通選挙１００周年・婦人参政
80 周年記念」に当たり、これまでの委員とし
ての活動が認められ、この度、総務大臣感謝状
を受賞されました。

五木東小学校・五木中学校卒業証書授与式令和 7 年度「五木村の振興を確認する場」開催

いつき保育園卒園式　選挙功労者表彰「総務大臣感
謝状」を受賞されました

火災予防を呼びかけ
春季防火パレード くまもと林業大学校閉校式

受賞した田中良喜さん

協議の様子

左から木村知事、早田議長、木下村長、垣下局長

令和 7年度卒業生

五木中学校

五木東小学校

新たな一歩を踏み出す卒園児パレードへ参加した五木村消防団

スクールバスの運転手へ 9年間通学の最後の挨拶

むらのできごとTopics
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3 月 8 日、五木東小学校グラウンドで第 3
回東分館スポーツ交流会が開催され、40 名が
参加しました。

当日は晴天に恵まれ、参加者は楽しくプレー
しながら交流を深め、第 3 回大会は、岡本正
さん（高野地区）が優勝されました。

また、年間 3 回の大会すべてに参加した方の
中から選ばれる、令和 7 年度年間チャンピオン
には木野辰喜さん（頭地地区）が輝きました。

３月２４日、移動献血バスでの献血が実施さ
れ、村内外より２１名の方にご協力いただきました。

病気やけがで献血を必要としている患者さん
の命が、皆さんの善意で救われます。今年度も
９月と３月に五木村での献血を予定しておりま
すので、是非ご協力をお願いします。

なお、献血の際には、Web 会員サービス「ラ
ブラッド」のスマホアプリで、優先案内や様々
な特典もありますので、是非ご利用ください。

３月２９日、県道２５号線沿い大通峠近くの敷
地において、 五木村グリーンツーリズム研究会

（溝口小夜子会長）による花植え活動が行われま
した。当日は、観賞用の苗や球根などを、会員の
皆さん方が一つひとつ丁寧に植えられました。

本活動は令和３年度から継続的に取り組まれ
ており、地域の景観向上を図るとともに、地域
住民や来訪者の交流の場の一つとして活用でき
ればと、会で検討 · 計画されています。

３月７日（土）に、五木村のモデル林を活用
したモニターツアーを開催しました。今回は、
端海野キャンプ場周辺の森林を活用したアク
ティビティを中心とし、E-BIKE や植物観察の
ための森林散策、サウナや五木の木材を使った
グリーンウッドワークなどを行いました。16
名の方が参加され、キャンプ場の周りでは、楽
しむ声であふれていました。

３月２８日、itsuki FUN FAN fes が開催さ
れました。（主催：五木村過疎未来研究会）

当日は、テントサウナやモルック体験、削り
花づくりなどの体験型イベントに加え、川辺川
や森に生息する生き物や植物を探索する親子向
けイベントも実施されました。

また、フィンランド料理や地元グルメの出店
もあり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれま
した。

北浜キャピタルパートナーズ㈱が所有する五
木村の民有林が、環境省の推進する「自然共生
サイト」に認定され、３月１８日に熊本市で認
定授与式が行われました。翌１９日に副社長の
児玉氏と、共同申請者であるグリーンロック
フォレストリー合同会社の齊藤氏が村長へ認定
の報告のため五木村役場を訪問され、　認定を
受けた民有林を活用した地域と連携した森林保
全活動や、生物多様性の調査、環境教育プログ
ラムの実施など、今後の計画を説明されました。

２月１９日、人吉高校五木分校の生徒たちが
地域の環境整備として清掃活動を行いました。

清掃活動は、五木分校近くのかやぶき民家や
子守唄公園、道の駅 子守唄の里五木周辺で行
われ、落ち葉の掃き掃除や空き缶などのごみ拾
いに汗を流しました。

参加した生徒からは「五木村に来て、散策を
楽しんでいただけると嬉しいです」などの声が
聞かれました。

第 3 回東分館スポーツ交流会

献血へのご協力ありがとうご
ざいました

今年も多くの花を植えて
大通峠前敷地での花植え活動

令和７年度第２回モデル林
モニターツアー　

五木村とフィンランド
itsuki FUN FAN fes　

五木村の民有林が環境省の「自然共生サイト」に認定地域の環境整備、清掃活動
かやぶき民家周辺の落ち葉の掃き掃除を開催！

ヨガ体験の様子 グリーンウッドワーク

自然共生サイト認定証 齊藤氏（左）児玉氏（右）

報告の様子

きれいに咲くことを願って、会員の皆さん方で植えた球根や花々

かやぶき民家前の掃き掃除をする生徒 献血バス

年間チャンピオンに輝いた木野辰喜さん

皆さまのご協力皆さまのご協力
ありがとうございました！ありがとうございました！

Topics むらのできごと
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令和８年４月１日付けの五木村役場職員体制をお知らせします。
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お問い合わせ先　保健福祉課　☎３７－２２１４　IP：２２１４

　五木村では、住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと暮らすことができるように、

専門職による介護予防教室の開催や住民主体の通いの場の取り組みを支援し、推進して

います。今月の保健だよりでは、本村で行われている取り組みの内容をご紹介します。

介護予防とは
　住み慣れた地域で、いきいきと暮らしていくため、介護が必要な状態になることをできる限り

防ぐ（遅らせる）ことです。また、たとえ介護が必要になっても、それ以上に介護の度合いを増

やさないようにすること、さらには軽減を目指すことを目的に行うものです。

　介護が必要になった要因の多くは、認知症や高齢による衰弱、骨折・転倒が占めていますが、

これらは生活習慣を改善することで予防することができます。

専門職による介護予防教室専門職による介護予防教室
対象者：要介護認定を受けていない 65歳以上の方　参加費：無料

げんぞう会
ストレッチや筋トレ、レクレーションを行いながら元気な体作りに取り組みます。送迎も行っています。

場所：保健福祉総合センター／瀬目集会所／宮園交流館／平沢津集会所／西地区集会所／

　　　平瀬多目的集会室／三浦集会室／下梶原集会所

 脳いきいき教室
物忘れが気になる方や認知症について知りたい方向けの教室です。パズルやゲーム、

お話をしながら、楽しく認知症を予防します。送迎も行っています。

場所：保健福祉総合センター／宮園交流館

住民主体の取り組み ～いきいき百歳体操～
　ビデオを見ながら行う、だれでも簡単にできる筋力づくり体操です。筋力がつくことで転びにくくな

り、骨折や寝たきりになることを防ぎます。

　五木村では、現在 4地区で実施されています。

▼日時・場所

新規参加者・グループ募集中！
百歳体操に取り組む参加者やグループを募集しています！近所の方や地区の方々と身近な場

所で集まって、健康づくりに取り組んでみませんか？百歳体操を始める団体を対象に、テレ

ビやDVDデッキの購入費用を助成します。お気軽にご相談ください！

令和８年度介護予防事業が始まります

1　こころの健康相談
　不安やストレスのお悩みについて、ご心配な方や家族、気軽にご相談ください。（相談　無料）

2　乳幼児健診のお知らせ

※対象者が少ないときは中止する場合があります。また、日程は医師の都合で変更になる場合があります。

お 知 ら せ
場　所 三浦 / 下梶原 頭地 瀬目 宮園 平沢津 小鶴 平瀬

時　間
午前 午前 午後 午前 午後 午前 午後

午前：１０：００～１１：３０　　　午後：１３：４５～１５：１５
曜　日 火 火 木 木

５　月
１２日（三浦）　
２６日（下梶原）

１９日 １４日　２８日 ２１日 

６　月
　９日（三浦）
２３日（下梶原）

２日　１６日
３０日

１１日　２５日 ４日　１８日

場　所 保健センター 宮園交流館

時　間 受付：午前　９：３０
開始：午前１０：００

受付：午後１：００　
開始：午後１：３０

５　月 １３日　２０日　２７日　（水）
６　月 ３日　１０日　１７日　２４日　（水）

地  区  名 日　　時 場　　所
頭 地 地 区 月曜日　９時～ 伝 承 館
山 口 地 区 水曜日１３時～ 山 口 集 会 所
小 鶴 地 区 日曜日　９時～ 西地区集会室
白岩戸地区 火曜日　９時～ 白岩戸集会所

人吉保健所　精神保健相談
精神科医による相談

五木村　こころの健康相談
臨床心理士による相談

5月１４日（木）人吉保健所
5月 2２日（金）多良木町多目的研修センター
6月 1１日（木）人吉保健所
6月 2６日（金）人吉保健所
※完全予約制です。

事前に保健所へご連絡ください。

相談内容：物忘れ、人間関係の悩みなど
5月２２日（金）午後 1時～午後 4時

●相談内容の秘密は固く守られます。
●希望があれば、ご自宅に伺うこともできます。
●上記日程以外でもいつでもご相談ください。

お問合せ先
人吉保健所保健予防課
☎：22－ 5289

五木村役場保健福祉課
☎：37－ 2214　I Ｐ：2214

期　日 受付時間 場　所 対象者
5 月８日（金）
6 月 1 ２日（金） １３：３０～１４：００ 保健センター ３･６･１０ヶ月、１歳２ヶ月、

１歳６ヶ月、３・４・５歳児
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 後期高齢者医療制度の対象となる方 

・	７５歳以上の方（７５歳の誕生日から自動的に加入）

・	 ６５歳から７５歳未満の方で一定の障がいがある方（市(区)町村に申請し、 広域連合の認定を受けた日から加入）

　※�一定の障がいがある方とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が１～３級及び４級の一部、精神障害

者手帳に記載された障がいの等級が１～２級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の方など です。

　※�一定の障がいに該当する方の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請するこ

とができ、いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回することはできません。

　※生活保護を受けている方及び外国人の方で在留期間が３か月未満である方などは対象になりません。

 令和８年度の保険料率 

・	 �後期高齢者医療制度は公費 (5 割 )、現役世代からの支援金 (4 割 )、被保険者からの保険料 (1 割 ) で運営し

ています。後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費に充てられる大切な財源です。必ず納期限までに納めま

しょう。

・	保険料は被保険者一人ひとりが納めます。

・	保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

　※�合計所得金額が 2,400 万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500 万円超で基礎控     

除額が 0円となります。

所得が低い方への均等割額軽減 

◆保険料の均等割額の軽減（令和 8 年度改正）

※ 1　給与所得者等が 2人以上いる世帯については、基礎控除額（43万円）に以下の金額が加算されます。

　　　（給与所得者等の数　－　１）　×　10万円

※ 2　�「給与所得者等の数」とは、給与収入が５５万円超または年金収入が１２５万円超（65歳以上の場合。

　　　65歳未満の場合は年金収入が６０万円超）の方の合計人数です。

※ 3　均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。

　　　また、年金所得については高齢者特別控除１５万円を控除した額で判定します。

 子ども・子育て支援金制度の開始

・	 �令和８年度より、子ども・子育て支援金制度 (※ )が開始し、医療分の保険料とあわせて支援金を納付いただ

くことになります。

　※�子ども・子育て支援金制度とは、すべての世代や企業から支援金を拠出し、子育て施策の拡充に充てる     

もので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

所得が低い方への均等割額軽減

◆支援金の均等割額の軽減

※ 1　給与所得者等が 2人以上いる世帯については、基礎控除額（43万円）に以下の金額が加算されます。

　　　（給与所得者等の数　－　１）　×　10万円

※ 2　�「給与所得者等の数」とは、給与収入が５５万円超または年金収入が１２５万円超（65歳以上の場合。

　　　65歳未満の場合は年金収入が６０万円超）の方の合計人数です。

※ 3　均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。

　　　また、年金所得については高齢者特別控除１５万円を控除した額で判定します。

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額
【基礎控除額※1】以下の世帯 7.2 割
【基礎控除額※1　+　31 万円　×　被保険者数】以下の世帯 5 割
【基礎控除額※1　+　57 万円　×　被保険者数】以下の世帯 2 割

同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計金額 均等割の軽減額
【基礎控除額※1】以下の世帯 7 割
【基礎控除額※1　+　31 万円　×　被保険者数】以下の世帯 5 割
【基礎控除額※1　+　57 万円　×　被保険者数】以下の世帯 2 割

年間保険料額
（限度額 85 万円）

均等割額
（被保険者１人あたり）

63,000 円

所得割額
｛総所得金額等 － 43 万円 ※（基礎控除）｝

×
所得割率 11.06％

＝ ＋

支援金の額（年額）
（限度額 21,000 円）

均　等　割　額
（被保険者１人あたり）

1,400 円

所得割額
｛総所得金額等 － 43 万円 ※（基礎控除）｝

×
所得割率 0.25％

＝ ＋

info

0101 後期高齢者医療被保険者の方へ
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　国民健康保険に加入又は離脱される場合は、役場の窓口での手続きが必要です。

　手続きは就職、退職、転出等で保険者が変わってから１４日以内に行ってください。

　※他の健康保険に加入された日以降は、国民健康資格確認書は使えません。

　※マイナ保険証をご利用されている場合も、資格異動の手続きは引き続き必要です。

 令和８年度後期高齢者医療保険料の納め方
・	 �後期高齢者医療に加入の方は「医療給付を受ける権利」と同時に「保険料を納める義務」があります。保険料

は、後期高齢者医療制度を支える重要な財源です。納期限までに納付しましょう。

•	 �後期高齢者医療保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）又は普通徴収（口座振替または納付書）により納

めることになります。

  特別徴収の方  
令和８年４月より年金からの差し引きにより保険料を納めていただきます。特別徴収の対象となる方は自動的に

特別徴収になります。（申請は不要です。）

ただし、年度途中で資格を取得した方や、年金の額によっては、普通徴収（口座振替または納付書での納付）に

なります。

  普通徴収の方  
　令和８年７月より口座振替または納付書により保険料を納めていただきます。

　※暫定賦課を行っている市町村は普通徴収の開始時期が異なることがあります。

・	 �75 歳到達や県外から転入等で新たに後期高齢者医療保険へ加入された方は、差し引き開始の手続きのため、

初めは普通徴収によりお支払いいただき、該当される方は一定期間の後、自動的に年金差し引き（特別徴収）

に切り替わります。

・	 �口座振替は登録した預貯金口座から自動的に引き落とすため、納付する手間がなく、納付忘れの心配もありま

せん。是非ご利用ください。

　口座振替への変更は五木村保健福祉課までご連絡ください。

皆さんに安心して医療を受けていただくため、以下のことに留意し、できることから始めましょう。

①緊急時以外の救急外来の受診は控えましょう
休日や夜間の時間外受診は重症患者の受け入れに影響するほか、医師や看護師の疲弊にもつながります。本当

に必要な人が必要な時に医療を受けられるよう、緊急時以外は平日の診療時間内に受診しましょう。

②「かかりつけ医」を持ちましょう
体調の変化など、日頃から気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つことが大切です。気になる症状があれば、

まずはかかりつけの医師に相談しましょう。

③重複受診は控えましょう
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、検査や投薬などを最初からやり直すこととなり、体への負担と医療

費の負担が大きくなります。今受けている治療に不安などがあるときは、医師に伝えて相談してみましょう。

④薬のもらいすぎに注意しましょう
一度に多くの種類の薬を飲むと、薬本来の効果が出ないだけではなく、重い副作用や症状が悪化することがあ

ります。複数の医療機関に通院中の場合は、「お薬手帳」を１冊にまとめ、受診時に必ず持参しましょう。

⑤ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）と同等の効能・効果を持ち、価格も安くすみます。

ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬局に相談しましょう。

国民健康保険資格異動の手続きについて
info

0303

info

0202
後期高齢者医療保険にご加入の皆様へ
上手な医療のかかり方・正しい薬の使い方で健康に！

手続きが必要な場合 必要なもの

共　通
・全ての手続きに必要ですので、

必ずご持参ください。

・世帯主及び異動者全員の個人番号が分かる書類

・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）

※顔写真がない本人確認書類については年金手帳や

預金通帳など２点以上の確認が必要です。

※手続の内容により印鑑が必要な場合があります。

国
保
に
加
入
す
る
と
き

転入してきたとき 転出証明書

他の健康保険を脱退したとき 資格の喪失日又は退職日がわかる書類

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

子供が生まれたとき 母子手帳

国
保
を
離
脱
す
る
と
き

転出するとき 国保の資格確認書【返還】

他の健康保険に加入したとき

（被扶養者になったとき）

資格取得日がわかる書類又は加入した保険の資格確

認書

国保の資格確認書【返還】

生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書

死亡されたとき 国保の資格確認書【返還】

そ
の
他

住所、世帯主、氏名が変わったとき 国保の資格確認書【返還】

資格確認書等をなくしたとき

※個人番号は届出書の記載に必要です。また、代理の場合は委任状（要押印）が必要となります。
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　年金相談は予約制となっております。予約なしで来訪されると対応できない場合もありますので、必ず予約を

してください。

　令和６年５月１７日に、民法の一部を改正する法律が成立し、令和８年４月１日から施行されております。改

正後の民法では、大きく以下の５つについて規定の新設及び改正が行われています。

【概　要】

（１）親の責務等に関する規律の新設

　　→父母が子に対して負う責任の明確化、子の利益のための親権行使等

（２）親権・監護等に関する規律の見直し

　　→離婚後の親権者に関する規律の見直し、婚姻中を含めた親権行使に関する規律の整備等

（３）養育費の履行確保に向けた見直し

　　→養育費債権に先取特権の付与、法定養育費制度の導入等

（４）安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

　　→審判・調停前等の親子交流の試行的実施に係る規定の整備、父母以外の親族と子との交流に関する規定の整備

（５）その他の見直し

　　→養子縁組後の親権者に関する規定の整備、財産分与の請求期間の伸長等

　

詳細は、住民税務課住民税務係までお問合せください。

　国民年金は、２０歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。

　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が

猶予される「学生納付特例制度」があります。

　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び

各種学校（修業年限１年以上にある課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額

以下であることが条件です。

　  【所得の目安】１２８万円＋（扶養親族等の数×３８万円）＋社会保険料控除額等  

　ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後

から納付（追納）することをお勧めします。

　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合

は、４月初めに再申請の用紙が届きます。

　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

 ～国民年金保険料の追納をおすすめします～
　免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取れる年

金額が少なくなります。

　将来受け取る年金額を補うために、１０年以内であれば、後から保険料を納めることができます。

　申請方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp) に掲載しております。

八代年金事務所・年金出張相談（５・６月）

民法の改正について

info

0606

info

0707

国民健康保険医療費状況についておしらせ
～令和８年１月・２月診療分～

国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

info

0404

info

0505

５月

場
所 人吉市役所 錦町総合福祉センター 多良木町多目的研修センター

日
程

１１日（月）、１８日（月）、
２５日（月） ２０日（水） １３日（水）、２７日（水）

６月

場
所 人吉市役所 錦町総合福祉センター 多良木町多目的研修センター

日
程

１日（月）、８日（月）、
１５日（月）、２２日（月）、
２９日（月）

３日（水）、１７日（水） １０日（水）、２４日（水）

相談時間 午前９時３０分～午後５時
（正午～午後１時は除く）

午前９時～午後５時
（正午～午後１時は除く）

【予約先】　八代年金事務所　お客様相談室
☎　０９６５－３５－６１２３（土・日・祝日を除く 8:30 から 17:15 まで）
※お電話の際は、自動音声案内「１」選択後、「２」を選択してください。
※その他不明な点は、五木村役場　住民税務課　☎　３７－２２１３　まで。

１月 ２月

件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減 件数 保険者（五木村） 前月比 前月増減

入　　院 5 2,520,255 円 +99.90 ％ 1,259,475 3 4,308,240 円 +70.94 ％ 1,787,985 
外　　来 174 3,012,446 円 +50.45 ％ 1,010,164 171 2,717,958 円 -9.78 ％ -294,488 
調　　剤 76 530,150 円 -0.53 ％ -2,802 70 448,402 円 -15.42 ％ -81,748 

食事・生活療養費 - 83,310 円 +3.81 ％ 3,060 - 54,673 円 -34.37 ％ -28,637 
その他療養費 0 0 円 0.00 ％ 0 0 0 円 0.00 ％ 0 

合　　計 255 6,146,161 円 +58.56 ％ 2,269,897 244 7,529,273 円 + 22.50 ％ 1,383,112 

国保被保険者数 １人あたり
保険者負担額（月額） 前月比

１月 187 人 32,867 円 +44.99 ％
２月 181 人 41,598 円 +26.56 ％

１月・２月の医療費は１２月に比べて大幅に増加しています。入院・外来ともに大きく増加しています。
長期入院や複数回の手術とならないように、初期治療を心がけてください。
季節も変わり、大分暖かくなってきました。軽い運動など行い、健康づくりに努めましょう。

村からのお知らせInformation i
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お
知
ら
せ

特
殊
肥
料
「
椿
油
粕
」
は
適
正

に
使
用
し
ま
し
ょ
う

　
特
殊
肥
料
と
し
て
販
売
さ
れ
て

い
る
椿
油
粕
は
、
農
薬
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
害
虫
の

駆
除
目
的
で
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。
害
虫
の
駆
除
目
的
で
使
用
す

る
と
、
農
薬
取
締
法
違
反
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
椿
油
粕
に
は
魚
介

類
に
影
響
の
あ
る
成
分
「
サ
ポ
ニ

ン
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
肥

料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
も
、
水

を
張
っ
た
水
田
や
、
用
排
水
路
や

池
な
ど
に
流
出
し
や
す
い
場
所
で

は
使
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

▼
問
い
合
わ
せ

熊
本
県
農
業
技
術
課
（
０
９
６
‒

３
３
３
‒
２
３
８
１
）
又
は
最
寄

り
の
各
広
域
本
部（
地
域
振
興
局
）

農
業
普
及
・
振
興
課
ま
で
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

「
熊
本
県
男
女
共
同
参
画
相
談

室
ら
い
ふ
」
の
ご
案
内

　
男
女
共
同
参
画
相
談
室
ら
い
ふ

は
、
性
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由

な
生
き
方
の
選
択
と
人
権
を
尊
重

し
た
総
合
相
談
窓
口
で
す
。
生
き

づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
方
、
人
間

関
係
や
暴
力
に
悩
む
方
な
ど
の
あ

ら
ゆ
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。（
相

談
無
料
・
秘
密
厳
守
）

▼
問
い
合
わ
せ　

☎
０
９
６
‒
３
３
３
‒
２
６
６
６

（
土
曜
の
み
０
９
６
‒
３
５
５
‒

２
２
２
３
）

【
月
・
木
・
金
・
土
】
９
時
30
分

～
16
時
00
分　

【
火
】
９
時
30
分
～
19
時
30
分

　

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▽

令
和
８
年
度
熊
本
県
調
理
師
試

験
の
実
施

■
試
験
期
日　
10
月
31
日
（
土
）

■
試
験
会
場　
未
定

■
受
験
資
格　
中
学
校
卒
業
以
上

の
学
歴
を
持
ち
、
飲
食
店
や
給
食

施
設
等
で
２
年
以
上
調
理
業
務
に

従
事
し
た
方

■
願
書
配
布　

５
月
７
日
（
木
）

か
ら
県
保
健
所
、
県
健
康
づ
く
り

推
進
課
等
で
配
付

■
願
書
受
付　

５
月
７
日
（
木
）

～
６
月
３
日
（
水
）

■
提
出
及
び
問
合
せ
先　
（
公
社
）

調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町

2
‒
8
‒
5
J
A
C
C
ビ
ル
5
階

（
０
３
‒
３
６
６
７
‒
１
８
１
５
）

地
域
猫
活
動
を
始
め
て
み
ま
せ

ん
か
？

　
地
域
猫
活
動
と
は
、
飼
い
主
の

い
な
い
猫
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を

地
域
の
み
ん
な
で
協
力
し
て
解
決

し
、「
住
み
よ
い
地
域
」
を
作
る

活
動
で
す
。
熊
本
県
で
は
、
飼
い

主
の
い
な
い
猫
の
避
妊
去
勢
手
術

支
援
事
業
や
地
域
猫
活
動
補
助
金

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
、
県
動
物
愛
護
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
県
動
物
愛
護
HP
▽

 

▼
問
い
合
わ
せ

地
域
猫
活
動
補
助
金　

県
健
康
危

機
管
理
課　

☎
０
９
６
‒
３
３
３
‒
２
２
３
９

避
妊
去
勢
手
術
支
援
事
業　

県
動

物
愛
護
セ
ン
タ
ー　

☎
０
９
６
4
‒
2
7
‒
８
1
1
5

「
点
訳
・
朗
読
（
音
訳
）
奉
仕

員
養
成
講
座
」
受
講
生
募
集
！

　
本
講
座
は
、
視
覚
障
が
い
者
向

け
の
書
籍
等
の
点
訳
、
朗
読
（
音

訳
）
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
に
必
要
な
知
識
、
技
術
を
修
得

す
る
も
の
で
、
６
月
18
日
～
12
月

17
日
の
毎
週
木
曜
日
に
、
点
字
図

書
館
で
実
施
し
ま
す
。
点
訳
・
朗

読
（
音
訳
）
の
基
礎
や
応
用
、
パ

ソ
コ
ン
を
使
っ
た
電
子
デ
ー
タ
の

作
成
方
法
な
ど
を
学
び
ま
す
。
詳

し
く
は
、　

熊
本
県　

点
訳
・
朗

読
奉
仕
員　
で
検
索
！

▼
問
い
合
わ
せ

熊
本
県
点
字
図
書
館（
水
曜
休
館
）

☎
０
９
６
‒
３
８
３
‒
６
３
３
３

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
就
労
相
談
窓

口
・
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
（
無
料
）

　
人
吉・球
磨
地
域
の
人
材
確
保・

マ
ッ
チ
ン
グ
の
た
め
、
ジ
ョ
ブ
カ

フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン
チ
は
、
事
業

所
・
求
職
中
の
方
々
の
支
援
を
し

て
い
ま
す
。

就
労
に
関
す
る
ど
ん
な
こ
と
で

も
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者
：
求
職
、
転
職
希
望
の

方
、
採
用
活
動
中
の
事
業
所　
ど

な
た
で
も
O
K
! 

年
齢
制
限
な

し
。

（
事
業
所
・
求
職
者
本
人
・
家
族
・

学
校
の
先
生
）

■
開
所
時
間
：
月
曜
日
～
金
曜
日

（
10
時~

‌

17‌

時
）
土
・
日
・
祝
日

は
休
み
（
予
約
優
先
）

■
住
所
：
〒
8
6
8
‒
0
0
7
2　

人
吉
市
西
間
下
町
8
6‌

‒
1　

球
磨
地
域
振
興
局
3
階　

▼
問
い
合
わ
せ

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
・
球
磨
ブ
ラ
ン
チ　

☎
０
９
６
６
‒
２
２
‒
０
５
５
５

　

詳
し
く
は
こ
ち
ら
▽

４月１０日、令和８年度五木村消防団入退団者辞令交付式が役場大会議室で行われました。今年度は６９名体制

で活動が行われます。

▼本　部

団　長　永里　克彦

副団長　松永　春芳

指導員　土屋　幸治

指導員　山本　真也

▼各分団長

本部分団長　山本　　巧

第１分団長　永井　雅裕

第２分団長　森山　　誠

第３分団長　田山　憲作

▼退団者（令和８年３月３１日付）

本　　部　指導員　村山　義治

第１分団　分団長　東　　利一

第１分団　機能別団員　早田　吉臣

第１分団　団　員　橋本　貴也

第３分団　団　員　馬場上　優大
▼入団者（令和８年４月１日付）

本部分団　団　員　蓑田　涼太

種　
別 路　線　名 規 制 内 容 被 災 状 況 場　　所 う回路

【
村
　
道
】 

① 白蔵線 全面通行止め 山腹崩壊・路肩決壊 村道起点から３．０ｋｍ先 無

② 川辺川線 全面通行止め 路肩決壊
村道起点から１．０ｋｍ先　他５箇所
溝の口連絡線の接続から終点まで

無

③ 瀬目葛の八重線 全面通行止め 路肩決壊 村道起点から１．８ｋｍ先 無

【
林
　
道
】

① 菊池・人吉線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 高塚山登山口から泉五木トンネル区間 無

② 鴦山線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

③ 相良五木線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

④ 八重線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑤ 入鴨線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑥ 裾川線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

⑦ 下入鴨線 全面通行止め 路肩決壊・法面崩壊 全区間 無

　※詳細については建設課へお尋ねください。また、復旧工事については、国県と協議しながら実施していきます。

■ 5月出張相談会日程（熊本県民の方なら全ての会場で利用できます。）

開　催　日 時　　間 開　催　場　所

５月１３日 10：00～ 12：00 湯前町コミュニティ施設（旧ユノカフェ）

５月１５日 13：15～ 15：00 ハローワーク球磨会議室（面接セミナー）

５月２０日 10：00～ 12：00 あさぎり町ポッポー館２階和洋室

５月２８日 10：00～ 12：00 多良木町多目的研修センター　1階管理室

令和８年度 五木村消防団組織体制

道 路 状 況

info

0808

info

0909
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「
お
し
ご
と
出
張
相
談
会
」　

in

人
吉
球
磨
（
相
談
無
料
）

　
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

や
つ
し
ろ
で
は
、
仕
事
や
将
来
に

悩
む
若
者
や
そ
の
ご
家
族
に
寄
り

添
い
、
個
別
相
談・想
い
の
相
談・

セ
ミ
ナ
ー
・
職
場
体
験
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
な
ど
を
通
し
て
、
一
人
ひ

と
り
に
合
わ
せ
た
サ
ポ
ー
ト
を

行
っ
て
い
ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
相

談
や
面
接
対
策
、
応
募
書
類
の
添

削
、
適
性
診
断
な
ど
の
オ
ン
ラ
イ

ン
支
援
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

■
対　
象　
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で

の
求
職
者
及
び
そ
の
家
族

■
日　
程　
随
時
日
程
調
整
を
さ

せ
て
頂
き
ま
す
の
で
サ
ポ
ス
テ
ま

で
お
問
合
せ
下
さ
い
。
※
要
予
約

ま
た
、
相
談
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
き
ま
し
て
は
左
記
の
Q‌

R
よ
り

ご
確
認
下
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や

つ
し
ろ

☎
0
9
6
5
‒
3
7
‒
8
7
3
9

w
ak

asap
o

.yatu
sh

iro
@

kirari-co.info

自
動
車
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ　

～
自
動
車
税
の
納
付
は
６
月
１

日
（
月
）
ま
で
に
～

　
４
月
１
日
現
在
で
自
動
車
を
所

有
し
て
い
る
方
へ
、
自
動
車
税
の

納
税
通
知
書
を
５
月
初
め
に
お
送

り
し
て
い
ま
す
。
納
期
限
の
６
月

１
日
（
月
）
ま
で
に
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
や
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
金
融
機
関
、

熊
本
県
の
各
広
域
本
部
、
各
地
域

振
興
局
、
自
動
車
税
事
務
所
で
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決

済
で
の
納
付
は
、『
地
方
税
お
支

払
サ
イ
ト
』
を
利
用
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
利
用
方
法
な
ど
詳
し

く
は
、
納
税
通
知
書
に
同
封
の
お

知
ら
せ
に
記
載
し
て
い
る
専
用
サ

イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
以
下

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

 

熊
本
県
県
南
広
域
本
部　

収
税
課

☎
０
９
６
５
‒
３
３
‒
２
１
８
４

熊
本
県
自
動
車
税
事
務
所　

☎
０
９
６
‒
３
６
８
‒
４
０
２
０

ロ
ー
ド
・
ク
リ
ー
ン
・
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
協
定
団
体
の
募
集
に
つ

い
て

　
熊
本
県
で
は
、
県
が
管
理
す
る

道
路
で
の
清
掃
や
除
草
、
植
栽
な

ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支

援
を
目
的
と
し
て
、「
ロ
ー
ド
・

ク
リ
ー
ン・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
個
人
や
団
体
を
問
わ
ず
申
し
込

み
可
能
で
、
ゴ
ミ
袋
や
軍
手
な
ど

の
支
給
、 

清
掃
用
具
の
貸
し
出

し
、
保
険
の
加
入
補
助
な
ど
の
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

県
道
路
保
全
課

☎
０
９
６
‒
３
３
３
‒
２
４
９
５

国
税
だ
よ
り

■
税
務
職
員
採
用
試
験
受
験
者
募
集

　
人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国

税
局
で
は
、
税
務
職
員
採
用
試
験

（
高
卒
程
度
）
の
受
験
者
を
募
集

し
ま
す
。

　
税
務
職
員
採
用
試
験
に
合
格
し

採
用
さ
れ
ま
す
と
、
全
員
が
税
務

大
学
校
に
入
校
し
、
１
年
間
、
税

務
職
員
と
し
て
必
要
な
専
門
知
識

を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
後
、

税
務
署
に
配
属
さ
れ
、
国
税
の
仕
事

に
従
事
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
申
込
受
付
期
間
は
令
和
８
年
６

月
12
日（
金
）か
ら
６
月
24
日（
水
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
受
験
資
格
等
の
詳
細
は
、
人
事

院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務
員

試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
次
の
と
こ
ろ
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

１　

人
事
院
九
州
事
務
局

☎
０
９
２
‒
４
３
１
‒
７
７
３
３

２　

熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課
試

験
研
修
係

☎
０
９
６
‒
３
５
４
‒
６
１
７
１　

内
線
６
０
４
６

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
積
極

的
な
利
活
用
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
健

康
保
険
証
や
運
転
免
許
証
と
し
て

利
用
で
き
る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
税
務
手
続
や
行
政
手
続
、

コ
ン
ビ
ニ
で
各
種
証
明
書
を
取
得

す
る
際
な
ど
、
様
々
な
場
面
で
活

用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
国
税
当
局
で
は
、「
あ

ら
ゆ
る
税
務
手
続
が
税
務
署
に
行

か
ず
に
で
き
る
社
会
」を
目
指
し
、

各
種
手
続
が
よ
り
簡
単
・
便
利
に

な
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
所
得
税
の
確
定
申
告

や
年
末
調
整
手
続
の
際
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
し
て
い
た

だ
き
ま
す
と
、
控
除
証
明
書
な
ど

の
デ
ー
タ
が
確
定
申
告
書
や
控
除

申
告
書
に
自
動
入
力
さ
れ
る
の

で
、
集
計
や
入
力
の
手
間
が
不
要

と
な
り
、
計
算
誤
り
等
も
防
止
さ

れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
方
は
ぜ
ひ
ご
活
用
い
た
だ

き
、
ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
早
め
の
取

得
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
関
す

る
詳
細
は
、
国
税
庁
動
画
チ
ャ
ン

ネ
ル
（https://w

w
w.youtube.

com
/ntachannel/videos

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ス
マ
ホ
を
ご
利
用
の
場
合
は
、

こ
ち
ら
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
も

視
聴
い
た
だ
け
ま
す
。

■
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
の
ご
案
内

　
国
税
の
納
付
は
、
税
務
署
の
窓

口
に
行
く
必
要
が
な
い
「
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
納
付
」
が
大
変
便
利
で

す
。

　
ま
た
、
税
務
署
窓
口
で
の
納
税

は
「
９
時
か
ら
16
時
ま
で
」
の
お

手
続
き
を
お
願
い
し
て
お
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
こ
ち
ら
の
二
次
元

コ
ー
ド
又
は
熊
本
局
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
情

報
」（https://w

w
w.nta.go.jp/

a
b

o
u

t/o
rga

n
iza

tio
n

/
kum

am
oto/topics/cashless/

index.htm

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‒
０
０
‒
５
９
０
１　

※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

国税庁ＨＰ
採用情報特設サイト

熊本国税局ＨＰ
先輩からのメッセージ

編 集 後 記
　今年度も広報を担当します。分かりやすい広報
誌を制作できるよう頑張ります。またお気づきの
方もいらっしゃるかもしれませんが、今月号から
レイアウトを大きく変更しています。ご意見等あ
ればぜひお聞かせください。　　　　　　（宮本）

お詫びと訂正

　先月号のお悔やみ欄において、故・豊
永マツ子様の掲載が漏れておりました。
関係者の皆様に深くお詫び申し上げます
とともに、ここに訂正し掲載いたします。

サポステＨＰ

県税の納付方法

相談会スケジュール

自動車税について
の Q ＆ A

納 税 手 続 概　　　　　　　　　　要

ダイレクト納付
ダイレクト納付の申込みをすることで、ｅ－
Ｔａｘによる簡単な操作で預貯金口座からの
引き落としにより納税する方法です。

振　替　納　税
振替納税の申込みをすることで、毎年の確定
申告等に係る国税を預貯金口座からの引き落
としにより納税する方法です。

インターネット
バンキング等

インターネットバンキング、モバイルバンキ
ング又はＡＴＭから納付する方法です。

クレジットカード

「国税クレジットカードお支払サイト」から
クレジットカードを利用して納付する方法で
す。※納付税額に応じた決済手数料がかかり
ます。

スマホアプリ納
付

ｅ－Ｔａｘを経由して「国税スマートフォン
決済専用サイト」から利用可能なＰａｙ払い
を選択して納付する方法です。※事前に残高
へのチャージが必要です。

	 【おくやみ】	 【おくやみ】
	 1 月	14 日	 豊永　マツ子さん（87）宮園	 1 月	14 日	 豊永　マツ子さん（87）宮園
	 2 月	16 日	 竹下　妙子さん（88）瀬目	 2 月	16 日	 竹下　妙子さん（88）瀬目
	 2 月	 21日	 羽手村　たね子さん（78）高野	 2 月	 21日	 羽手村　たね子さん（78）高野
	 3 月	 7 日	 川橋　又男さん（68）頭地	 3 月	 7 日	 川橋　又男さん（68）頭地
	 3 月	25 日	 松本　スミさん（79）頭地	 3 月	25 日	 松本　スミさん（79）頭地
	 4 月	 1日	 西村　スミ子さん（88）梶原	 4 月	 1日	 西村　スミ子さん（88）梶原
	 4 月	  6 日	 半仁田　幸子さん（86）白水	 4 月	  6 日	 半仁田　幸子さん（86）白水

2 月 15 日～ 4 月 14 日　届け出分

戸
籍
の
窓
口

（
４
月
末
現
在
）

人
の
動
き

転入 転出 出生 死亡
男 5 15 0 1
女 2 23 0 3
計 7 38 0 4

（増減 -35）

人　口 873 人
世帯数 　445 世帯

外部からのお知らせNot ice
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1 金 行政相談（JA）
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土
10 日
11 月
12 火
13 水
14 木 行政座談会（西地区集会室）
15 金 行政座談会（南地区集会室）行政相談（南地区集会室）
16 土 保学高大運動会
17 日
18 月
19 火 行政座談会（伝承館）
20 水 行政座談会（三浦地区集会室）
21 木 行政座談会（宮園交流館３階）
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金 区長会
30 土 第２回五木ふれあい村民ゴルフ大会
31 日

1 月 特設人権相談（五木村役場２階監査室）
2 火
3 水
4 木 国・県要望活動（〜 5日）
5 金 行政相談（JA）
6 土
7 日
8 月
9 火
10 水
11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金 行政相談（三浦地区集会室）
20 土
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
28 日
29 月
30 火 区長会

１階

総務課 37-2211（IP:2211）

ダム対策課 37-2212（IP:2212）

保健福祉課 37-2214（IP:2214）

住民税務課 37-2213（IP:2213）

会計室 37-2281（IP:2281）

建設課 37-2017（IP:2017）

産業振興課 37-2247（IP:2247）

２階
教育委員会 37-2266（IP:2266）

議会事務局 37-2352（IP:2352）

所在地：〒 868-0201 熊本県球磨郡五木村甲 2672-7
代表電話番号：37-2211（IP：2211）／代表 FAX 番号：37-2215

役場連絡先一覧 五木村公式 SNS

5月の行事予定 6月の行事予定

公式 Instagram
五木村の見どころ、イベント、
景色などを紹介します。

公式 X
五木村の様々なイベント情報
を発信します。

公式 LINE
五木村の防災や行政、観光、
移住に関するさまざまな情報
を発信します。

公式 Facebook
五木村の最新情報を発信しま
す。

広
報
い
つ
き

5
月
号

発
行
日
／
令
和
８
年
５
月
１
日
／
五
木
村
役
場

編
　
集
／
総
務
課
　
  印
　
刷
／
㈲
町
田
印
刷

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
　
https://w

w
w
.vill.itsuki.lg.jp/

E-m
ail info@

istuki.kum
am
oto.jp
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